
  

１ 改訂の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 改訂の内容（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 検討スケジュール（予定） 

 

令和３年度 

第１回部会 

（R4.3.18） 

○ 部会長、副部会長の選出 

○ 部会の名称及び審議事項の決定 

○ 改訂内容の検討 

令和４年度 

第２回部会 

（R4.9頃） 

○ 全体構成の検討 

○ マニュアルへ反映させる内容の検討 

○ 設計者からの意見聴取について検討 

第３回部会 

（R4.12頃） 

○ 改訂案の検討 

第４回部会 

（R5.3頃） 

○ 設計者意見聴取後の改訂案の検討 

 

令和５年度 

第５回部会 

（R5.6頃） 

○ 改訂案（最終版）の検討 

第６回部会 

（R5.7頃） 

○ 改訂案（最終版）の検討 

R5年度中 ○ R5年 8月の全体会議において改訂案の報告・承認 

○ 冊子版の印刷 

○ ホームページ上でデータ公開・冊子版の頒布開始 

○ マニュアル改訂に関する周知啓発 
○ 部会における審議の中で検討が必要となった事項（掲載順、全体の構成等） 

札幌市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアルの改訂方針（案） 
資料３ 

○ 設計者等より、整備基準についてより分かりやすい解説を望む声が寄せられている 

○ 整備基準の数値だけでは表せない、多様な利用者の特性やニーズに配慮した整備を進める必要がある 

○ 国の新たな考え方等を参考に、近年需要が高まっている望ましい設備・整備について周知啓発する必

要がある 

○ バリアフリーチェックの意見等のうち、整備基準や現マニュアルの「望ましい整備」を上回る 

部分等についてマニュアルへの反映を検討 

② 整備事例集やバリアフリーチェック等の意見反映 

○ ユニバーサルシート等の近年需要が高まっている望ましい設備や、トイレの機能分散等の望ましい 

整備等についてマニュアルへの反映を検討 

③ 近年需要が高まっている望ましい設備・整備の反映 

○ 解説文や設計のポイントについて、設計者の意見等を踏まえ、より分かりやすいものとなるよう検討 

  

① 整備基準の解説文にかかる整理 

④ その他 

※施設整備マニュアル P82「出入口の構造」より抜粋 

「高低差がない」の目安を解説で補足 
≪審査基準≫ 
 建築指導部においては、車いすが通過する
際に通行可能となる範囲として、２cm以下で
審査を行っている 
 

設計者にとって、より使いやすいマニュアルへと改訂する 

☆ 反映イメージ 

反映イメージ：☆図参照 

出典：横浜市福祉のまちづくり条例
施設整備マニュアル 建築物編 
（平成30年12月一部改定版） 
 

 

②③ 
→整備事例集やバリアフリーチェックの意見、
近年需要の高い設備等について、 
コラム等により反映を検討 

設計者から意見聴取 



 


